
業務手順書　一覧

社会福祉課 福祉総務係 1 民生委員推薦会 32-1531 R8.2.28見直し

2 成年後見人等送付先一括変更事務 32-1531 R8.2.28見直し

3 避難行動要支援者名簿作成業務 32-1531 R8.2.28修正

4 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付業務 32-1531 R8.2.28見直し

5 はじめようＩＴО新生活応援事業 32-1531 R8.2.28見直し

障がい福祉係 1 身体障害者手帳交付事務 32-1532 R8.2.28見直し

2 療養手帳交付事務 32-1532 R8.2.28見直し

3 精神障害者保健福祉手帳交付事務 32-1532 R8.2.28見直し

4 自立支援医療（育成医療）事務 32-1532 R8.2.28修正

5 自立支援医療（更生医療）事務 32-1532 R8.2.28修正

6 自立支援医療（精神通院）受給者証交付事務 32-1532 R8.2.28見直し

7 タクシー助成券交付・支出事務 32-1532 R8.2.28見直し

8 不要入れ歯回収 32-1532 R8.2.28見直し

9 静岡県ゆずりあい駐車場事業 32-1532 R8.2.28見直し

10 認定調査・支給決定（児童福祉法） 32-1532 R8.2.28見直し

11 難病患者介護家族等リフレッシュ事業 32-1532 R8.2.28見直し

12 障害福祉サービス費支払事務（児童福祉法） 32-1532 R8.2.28見直し

13 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 32-1532 R8.2.28見直し

14 静岡県心身障害者扶養共済制度 32-1532 R8.2.28見直し

15 伊東市福祉有償運送運営協議会設置 32-1532 R8.2.28見直し

16 障害者相談員 32-1532 R8.2.28見直し

17 身体障害者福祉会補助金交付 32-1532 R8.2.28見直し

18 特別児童扶養手当 32-1532 R8.2.28見直し

19 障害者支援施設入所利用調整 32-1532 R8.2.28見直し

20 補装具費支給 32-1532 R8.2.28見直し

21 日常生活用具支給事務 32-1532 R8.2.28修正

22 精神障害者医療費助成金支払業務 32-1532 R8.2.28見直し

23 難病患者見舞金支給事業 32-1532 R8.2.28見直し

24
日中一時支援・移動支援・訪問入浴事業支払業

務
32-1532 R8.2.28見直し

25
伊東市障害者デイサービス利用者負担額の決定及

び徴収
32-1532 R8.2.28見直し

26
障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉

手当支給事務
32-1532 R8.2.28見直し

27 手をつなぐ育成会補助金交付 32-1532 R8.2.28見直し

28 重度障害者（児）医療費助成事務 32-1532 R8.2.28修正

29 相談支援事業委託 32-1532 R8.2.28見直し

30 手話・要約筆記通訳者派遣事業 32-1532 R8.2.28見直し

31 福祉車両貸出事業 32-1532 R8.2.28修正

32 認定調査・支給決定（障害者総合支援法） 32-1532 R8.2.28修正

33
障害福祉サービス費支払事務（障害者総合支援

法）
32-1532 R8.2.28見直し

34 心身障害児者療育指導事業 32-1532 R8.2.28見直し

35
移動支援事業、日中一時支援事業及び入浴サー

ビス提供事業者指定業務
32-1532 R8.2.28見直し

36 在宅重度障害者等福祉サービス支援金支給事務 32-1532 R8.2.28見直し

37
高額介護合算療養費等の支給に伴う重度障害者

（児）医療費助成金の返納業務
32-1532 R8.2.28見直し

保護係 1 生活保護業務 32-1534 R8.2.28見直し

備考課（事務所・局）名 係名 № 業務・事務名 担当TEL

1



変
更
点

補足

推薦会審議

推薦会から候補者を市長に報告
市長から知事に推薦書を進達

≪市長決裁≫
進達書・推薦会委員調
書・候補者一覧表・個
人別調書

起案・決裁

県：社会福祉審議会に諮問・答申
知事から厚生労働大臣に委嘱推薦

推薦会による候補者の審議

民児協事務局による候補者の確認及
び個人別調書(案)の作成
推薦会事務局から開催通知送付

民生委員法、同法施行令、児童福
祉法、伊東市民生委員推薦会規
則、民生委員・児童委員選任要
領、主任児童委員選任要領

見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

民生委員法、民生委
員・児童委員選任要
領、主任児童委員選任
要領

≪部長決裁≫
解嘱具申書
辞任届

起案・決裁【県（熱海健福経由）】

辞任届の受理辞任届の受付

社会福祉課 担当係名 福祉総務係 シート番号 1 業務・事務名

事務・業務フロー
事務内容又は目的

関連部門 当該部門

知事から厚生労働大臣に推薦

知事から厚生労働大臣に進達

【厚生労働大臣】

委嘱状・指名書【厚生労働大臣】

【県（熱海健福経由）】

候補者の選任

確認

解嘱状

知事に解嘱具申

民児協会長から解嘱状の伝達

区長又は自治会長より候補者の
選任

不承認 個人別調書

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

㊵
㊾

候補者推薦書

伊東市　業務手順書

民生委員・児童委員の推薦を受ける者の適格要件の審議

民生委員推薦会

無

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

関連法令等
事務手続に
要する期間

当初作成日 2019/12/20

リスク

№

部 健康福祉部 課等

業務・事務の目的

㊵

㊵
㊾

市長から委嘱状と指名書の伝達



変
更
点

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

【届出者】
登録（変更・廃止）届提出

補足

≪課長決裁≫
成年被後見人等宛て通
知書等の送付先住所登
録届確認通知（第６号
様式）

【該当課】送付先変更処理・処
理完了通知書提出

処理完了通知書収受・
処理状況の確認

成年被後見人等宛て通知書等の
送付先住所登録届等収受簿（第
４号様式）へ記載

成年被後見人等宛て
通知書等の送付先住
所登録届等収受簿
（第４号様式）

【関係課】
登録（変更・廃止）届受領

通知

送付 成年被後見人等宛て通知書等の
送付先住所登録届確認通知（第
６号様式）を届出者へ送付。

【届出者】
確認通知（第６号様式）

確認通知書（６号様式）を
起案・決裁

関係課の窓口に成年後見人等が
登録（変更・廃止）届を提出
し、関係課は社会福祉課へ送
付。

成年被後見人等宛て通
知書等の送付先住所登
録届、変更届、廃止届（第
１号様式、第２号様式、第
３号様式）

登録（変更・廃止）届収受

成年被後見人等宛て
通知書等の送付先変
更処理完了通知書
（第５号様式）

確認通知書の
起案・決裁

↓
発送　2日間

収受簿（第４号様式）へ記載

登録（変更・廃止）届の該当課
への依頼通知作成

≪課長決裁≫
成年被後見人等宛て
通知書等の送付先住
所登録について (通
知）

該当課への登録（変更・廃止）依頼
通知を起案・決裁

登録（変更・廃
止）届収受

↓
該当課へ登録依頼

2日間

該当課　登録
↓

処理完了通知書
収受

10日間
成年被後見人等宛て通知書等の
送付先変更処理完了通知書（第
５号様式）の受領

2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 福祉総務係 シート番号 2 業務・事務名

当初作成日

成年被後見人等に本市から送付する文書の送付先を一括して変更を可能とすることにより、成年後見人等の負担の軽減を図る。

成年後見人等送付先一括変更事務

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

㊵

伊東市成年後見人
等送付先一括変更
事務取扱要綱



2026/2/28 見直しによる変更

備考

業務・事務の目的

部 健康福祉部

避難行動要支援者
名簿受領書

避難行動要支援者名簿システム
更新作業

同意確認書の返送

避難行動要支援者
名簿に関する同意
確認書

【避難行動要支援者】

返送された同意確認書の内容を
避難行動要支援者名簿システム
に入力。

避難行動要支援者名簿システム
から情報提供に関する同意確認
書を出力し、対象者へ発送。

同意確認書の発送

情報提供に関する同意確認

補足

変
更
点

【自主防災会】
民生委員児童委員および自主防
災会による情報の加筆・修正等
を避難行動要支援者名簿システ
ムに反映。

避難行動要支援者名簿システム
更新作業

名簿の返却

3 業務・事務名

当初作成日 2021/2/1 見直し日

課等 社会福祉課 担当係名 福祉総務係 シート番号

名簿の提供・受領書の提出
避難行動要支援者名簿の提供

及び制度説明会の実施

【民生委員児童委員】

民生委員児童委員及び自主防災
会に避難行動要支援者名簿の配
付を行う。受領した際に受領証
の提出を受ける。

避難行動要支援者名簿システム
により、情報提供に同意した避
難行動要支援者の名簿を出力。

避難支援等関係者に提供する
避難行動要支援者名簿の印刷

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊷、㊻

リスク

№

㊷

㊵

避難行動要支援者名簿システム
により、新たに避難行動要支援
者となった対象者の抽出。

災害対策基本法
避難行動要支援者
名簿

避難行動要支援者名簿システム
更新作業

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

避難行動要支援者名簿による平常時からの地域における防災・減災の取組強化

避難行動要支援者名簿作成業務

有

伊東市　業務手順書

㊻

リスクを修正（追加）



【日本銀行】 裁定通知書・却下通知書受理

国債発行

国債を受け取り、申請者へ引渡
し通知を発送

≪課長決裁≫
稟議書
裁定通知書（写し）

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

【財務省】

国債発行令達

県からの裁定通知書、却下通知
書の受理

国債発行請求

請求書の受付
↓
進達
２週間

【他都道府県】

【静岡県】 起案・決裁

裁定通知書受理
↓

国債受取
３０日間

却下通知書受理
↓

申請者へ通知発送
2日間

【日本銀行交付取扱店】
国債代理
受領

裁定通知書
起案・決裁

却下通知書
起案・決裁

進達

変
更
点

【請求者】

補足

請求が認めら
れた方へ引き
渡し通知を送
付

請求が却下された方へ却下通知を送付

【請求者】
国債の受領

【郵便局】
手続き

国債受取
↓

申請者へ通知発送
2日間

国庫債券印鑑等届出書

請求者は国債受領後、取扱郵便
局にて特別弔慰金の受取り

戦没者等の遺族に
対する特別弔慰金
支給法

請求書
戦没者等の遺族の現況等に
ついての申立書
国庫債券印鑑等届出書
戸籍書類

【厚生労働省】

県へ進達
≪課長決裁≫
稟議書
請求書（写し）

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

【対象者】
請求書の提出

請求書の受付 請求書一式の受理

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 福祉総務係

戦没者等の遺族に弔意を表するために国が支給する特別弔慰金の請求事務を行うため。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付業務

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、③、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

リスク

№

業務・事務の目的

回送 裁定通知書

裁定報告書

裁定報告書
裁定通知書・却下通知書送付

シート番号 4 業務・事務名

㊵
㊾

③

㊵

㊵



変
更
点

【会計課】審査・支払
支出負担行為伺兼支出命令書

起案・決裁

支払

【申請者】

・伊東市会計規則

請求兼領収書

提出

請求兼領収書の受領

回付

補足

⑭
⑮

完了報告書等の内容及び添付資
料を確認、審査

完了報告書の受領
↓
交付額確定

５日間

支出負担行為伺兼支出命令書を
起案
決裁後、支出負担行為伺兼支出
命令書を会計課へ回付

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

【申請者】
請求兼領収書の作成

・提出

請求兼領収書の受領

請求兼領収書の受領
↓
申請者への支払

２０日間

通知

完了報告書

申請した支援内容に応
じ資料を添付
・奨学金貸与先発行の
返還済額の証明書の写
し
・家賃の領収証の写し
（上記の代わりに通帳
の写しも可）

交付額確定及び通知に係る稟議

交付額確定、
補助金等の確定通知書送付

補助金の交付額確定及び通知に
係る稟議を起案

決裁後、補助金等の確定通知書
を送付

≪課長決裁≫
補助金等の確定通
知書

【申請者】補助事業等
完了報告書の作成・提出

補助事業等完了報告書の
受領・審査

提出

【申請者】
補助事業の実施等

事業完了後

【健康推進課】合議

【財政課】・【会計課】
合議

提出

申請

通知

申請者から請書を受領、課長ま
で供覧

補助金の交付決定及び通知に係
る稟議を起案

請書の受領

交付申請書の受領
↓
交付額決定

１４日間

決裁後、申請者に補助金交付決
定通知書、就業先に補助金交付
決定報告書を送付

補助金の交付申請書の受理・審査 交付申請書等の内容及び添付書
類の確認、審査

交付決定及び通知に係る稟議

【申請者】補助金の
交付申請書の提出

【申請者】
請書の作成・提出

【就業先】補助金交付決定報
告書の受領

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

伊東市　業務手順書

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

内包するリスク ①、⑫、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№事務内容又は目的
事務手続に
要する期間関連部門 当該部門

事務・業務フロー

⑫

シート番号 5 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 福祉総務係

医療・福祉・保育分野における専門職の人材の確保を目的とし、Uターンや移住者のうち専門資格を有する者に新生活を支援するための補助金を交付する。

はじめようＩＴＯ新生活応援事業

（専決区分等）
100万円以下/部長
1件5万円超/財政課/1
件100万円超/会計課
合議　※申請者の勤
務地が伊東市民病院
の場合、健康推進課
合議

・伊東市補助金等
交付規則
・伊東市福祉関連
事業従事者移住支
援補助金交付要綱
・伊東市事務決裁
規程

交付申請書

≪部長決裁≫
補助金交付決定通
知書
補助金交付決定報
告書

交付決定後、補助金交付決定通知書、
補助金交付決定報告書を送付

≪課長供覧≫
請書

㊵

㊵

⑫



氏名、住所等の各種変更届を随
時受付し県障害福祉課へ提出

《課長決裁》
各種変更届
手帳の写し

各種変更届の受理【申請者】変更届

県庁へ進達後概ね
２か月後に決定が
通知される。

決定通知・手帳送付

県の審議会で判定後、その結果
に基づき県障害福祉課が手帳作
成。市に送付された手帳を確
認。システムに入力し申請者に
手帳を交付

交付通知
身体障害者手帳
《課長決裁》
手帳写し
決定通知

【県障害福祉課】
等級判定依頼

申請書等の確認・システム入力・県
機関へ提出

進達

【県障害福祉課】
審査・決定

申請書類を確認しシステムへ入
力する。県障害福祉課へ提出。

≪課長決裁≫
進達簿
申請書写し
診断書写し

手帳の交付

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

変

更

点

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

【県社会福祉審議会】
等級の判定

申請書を受理後、申請書一式を
赤ファイルに入れ、保管。

身体障害者福祉法

申請書
診断書
写真
個人番号

【申請者】手帳の受取
交付

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 シート番号 1 業務・事務名

【対象者】申請 申請書の受理

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊼、㊾

リスク

№

㊳
㊴

身体に障害のある方が各種福祉サービスを受けるために必要な身体障害者手帳の申請・交付事務を行う。業務・事務の目的

身体障害者手帳交付事務

無

伊東市　業務手順書

㊵
㊾

㊼

㊵

㊵
㊾

進達

氏名、住所等に変更が生じた場合

補足

【県障害福祉課】



【対象者】変更届 各種変更届の受理

県庁へ進達後概ね
３か月後に決定が
通知される。

進達
県機関へ提出

面談日時を調整し、県担当者と
申請者の保護者に連絡をする。

面接日調整

【県児童相談所又は知的障害者
更生相談所】面接判断

【対象者】申請 申請書の受理

申請書等提出物の確認後、県児
童相談所又は知的障害者更生相
談所へ提出

≪課長決裁≫
進達簿

手帳の交付

交付通知・手帳交付

県の面接判定後手帳作成。市に
送付された手帳を確認。障害福
祉システムに入力し申請者に手
帳を交付

《課長決裁》
交付通知
手帳写し

【対象者】手帳の受取

当初作成日

健康福祉部

変
更
点

補足

静岡県療育手帳交
付規則

申請書
調査票
写真

氏名、住所等に変更が生じた場合
氏名、住所等の各種変更届を随
時受付し県児童相談所又は知的
障害者厚生相談所へ提出

《課長決裁》
進達簿

2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

業務・事務の目的

社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

対象者から申請書を受理

事務・業務フロー
事務内容又は目的

関連部門 当該部門

2部 業務・事務名

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
事務手続に
要する期間

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊼、㊾

【県児童相談所】又は
【知的障害者更生相談所】

交付

課等

知的障害のある方に対し一貫した相談・指導を行うとともに、各種福祉サービスを受けられるよう療育手帳を交付する。

療育手帳交付事務

無

伊東市　業務手順書

㊵
㊾

リスク

№

シート番号

㊼

㊵
㊾

進達



その日受付けた分につ
いて、受付簿と青ファ
イルを照合し、保管状
況・件数を確認。

㊳
㊴

【入力担当者】
申請書を確認し、不備があるものは受
付者へ返却。受付者管理の元、申請者
に問い合わせ等を行い、申請書を整え
る。不備がないものは、入力担当者が
システムへ入力する。

【精査担当】
申請書、入力内容を確認する。申請書
に不備がある場合は、受付者へ返却。
受付者管理の元、申請者に問い合わせ
等を行い、申請書を整える。

【対象者】申請（変更届含む） 申請書の受理

【受付者】
申請書を受理後、受付簿を記入、申
請書一式を青ファイルに入れ、収受
ケースに保管。

県精神保健福祉セン
ターが指定する進達日
までに処理を完了。

精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律

申請書
診断書
写真（希望者のみ）
個人番号
障害年金証書

申請書の確認、システム入力

申請書、入力内容の確認

県精神保健福祉セン
ターへ進達後概ね３か
月後に決定が通知され
る。

申請書等提出物の確認後、県精神保
健福祉センターへ提出

≪課長決裁≫
進達簿

進達
【県精神保健福祉センター】

等級等判定依頼
進達書類作成、県機関へ提出

【申請者】手帳の受取
交付

【県判定会】
等級等の判定

県の審査後手帳が作成される。市に
送付された手帳を確認。申請者に手
帳を交付

交付通知
精神障害者保健福祉手帳

《課長決裁》
決定通知
手帳写し

【県精神保健福祉センター】
審査・決定

手帳の交付

決定通知・手帳交付

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

精神に障害のある方が社会復帰や社会参加を目的とし、各種サービスを受けるために必要な精神障害者保健福祉手帳を交付する。

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

精神障害者保健福祉手帳交付事務部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 シート番号 3

無
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内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊼、㊾

リスク

№

業務・事務名

㊵
㊾

業務・事務の目的

事務・業務フロー
事務内容又は目的

補足

変
更
点

見直し時字句修正、事務・業務フローの修正（変更届について項目削除）、リスク№を追加

㊼



変
更
点

厚生労働省・静岡県障害福祉課
から交付決定通知書が届く
交付決定通知書を基に負担金の
請求書を作成し決裁後、提出

交付決定通知書
≪課長決裁≫
稟議

【厚労省又は県障害福祉課】
負担金交付決定

負担金請求書を作成・提出

【厚労省又は県障害福祉課】
負担金納入

補足

【厚労省又は県障害福祉課】
交付申請書の受理

見直し時字句修正

《課長決裁》
各種変更届
保険証の写し

【申請者】変更届 各種変更届の受理

厚生労働省・静岡県障害福祉
課から交付申請書の提出の依
頼がきたら、稟議を作成し決
裁後、厚生労働省又は県障害
福祉課へ提出

≪課長決裁≫
稟議

国庫・県費交付申請

【県障害福祉課】
交付申請書提出依頼

交付申請書の作成・提出

氏名、住所等に変更が生じた場合

氏名、住所、治療内容等の各種
変更届を随時受付し受給者証を
発行後交付

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 自立支援医療（育成医療）事務

有

判定書
医療機関の審査で判定後、結果を市
が受取
市は結果を基に受給者証を作成し課
内決裁後申請者へ交付する

判定書
《課長決裁》
受給者証

【申請者】受給者証の受取
交付

支出処理

レセプト・払込書が国保連と社
会保険診療報酬支払基金から届
き受理
支出確認し受給者ごとエクセル
にて集計し払込書を会計処理

レセプト
払込書

シート番号 4 業務・事務名

【国保連・社会保険診療報酬
支払基金】

払込書の確認・会計処理

業務・事務の目的 心身に障害があるまたは疾病を放置すれば将来障害になると認められる児童の障害を除去又は軽減する医療費の負担を軽減することを目的とする。

【障害種別関係医療機関】
審査決定

受給者証の作成・交付

対象者の保護者から申請書を受
理

障害者自立支援法

申請書
医師意見書
加入医療保険
個人番号

【対象者の保護者】申請 申請書の受理

判定依頼

申請書等提出物の確認後、障害
種別で関係医療機関へ判定依頼
書を提出

≪課長決裁≫
判定依頼書
医師意見書の写し

【障害種別関係医療機関】
審査

申請書等の確認・関係医療機関へ
判定依頼を提出

伊東市　業務手順書

㊵

内包するリスク ①、⑩、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

⑩
㊵

㊵

⑬
⑭
⑮

㊵



補足

変
更
点

【厚労省又は県障害福祉課】
交付申請書の受理

厚生労働省・静岡県障害福祉課
から交付決定通知書が届く
交付決定通知書を基に負担金の
請求書を作成し決裁後、提出

交付決定通知書
≪課長決裁≫
稟議

【厚労省又は県障害福祉課】
負担金交付決定

負担金請求書を作成・提出

【厚労省又は県障害福祉課】
負担金納入

見直し時字句修正

⑩
㊵

【県身体障害者更生相談所】
審査

判定依頼

厚生労働省・静岡県障害福祉
課から交付申請書の提出の依
頼がきたら、稟議を作成し決
裁後、厚生労働省又は県障害
福祉課へ提出

≪課長決裁≫
稟議

国庫・県費交付申請

【県障害福祉課】
交付申請書提出依頼

交付申請書の作成・提出

治療内容に変更が生じた場合

申請書を随時受付し身体障害者
更生相談所へ判定依頼

《課長決裁》
申請書
医師意見書

【申請者】変更届 各種変更届の受理・判定依頼を作成

氏名、住所等に変更が生じた場合

氏名、住所等の各種変更届を随
時受付し受給者証を発行後交付

《課長決裁》
各種変更届
保険証の写し

支出処理

【国保連・社会保険診療報酬
支払基金】

払込書の確認・会計処理

【申請者】変更届 各種変更届の受理

【申請者】受給者証の受取
交付

見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

対象者から申請書を受理

障害者自立支援法

申請書
医師意見書
加入医療保険
個人番号

レセプト・払込書が国保連と社
会保険診療報酬支払基金から届
き受理
支出確認し受給者ごとエクセル
にて集計し払込書を会計処理

レセプト
払込書

判定書
《課長決裁》
受給者証

シート番号 5 業務・事務名

判定書
県の審議会で判定後、結果を市へ送
付
市は結果を基に受給者証を作成し課
内決裁後申請者へ交付する

【県身体障害者更生相談所】
審査決定

受給者証の作成・交付

伊東市　業務手順書

業務・事務の目的

障がい福祉係 自立支援医療（更生医療）事務

有

【対象者】申請 申請書の受理

判定依頼 申請書等提出物の確認後、県身
体障害者更生相談所へ判定依頼
書を提出
医療内容に変更ない場合は判定
を省略できる場合もある

≪課長決裁≫
判定依頼書

【県身体障害者更生相談所】
審査

県機関へ判定依
頼書を提出 判定

省略

事務・業務フロー
事務内容又は目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名

障害認定を受けている障害について長期的療法や手術を受ける場合に医療費の負担を軽減することを目的とする。

当初作成日

内包するリスク ①、⑩、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

2021/2/1

㊵

㊵

㊵

㊵

⑬
⑭
⑮



変
更
点

【受付者】
申請書を受理後、受付簿を記
入、申請書一式を青ファイルに
入れ、収受ケースに保管。

障害者自立支援法

申請書類一式（申請
書、加入医療保険に関
する書類、旧受給者
証、診断書、個人番
号）
受付簿

交付通知
受給者証
《課長決裁》
受給者証の写し

【県精神保健福祉センター】
審査

【県精神保健福祉センター】
審査決定

受給者証の交付

決定通知・受給者証送付

【申請者】
受給者証の受領

交付
㊵

県審議会での判定後、県精神保健福祉
センターが受給者証作成。市に送付さ
れた受給者証を確認し、障害福祉シス
テムに入力後申請者に受給者証を交
付。

その日受付けた分につい
て、受付簿と青ファイル
を照合し、保管状況・件
数を確認。

㊳
㊴

㊵
㊾

申請書、入力内容の再確認

補足

【入力担当】
申請書を確認し、不備があるものは受
付者へ返却。受付者管理の下、申請者
に問い合わせ等を行い、申請書を整え
る。不備がないものは、入力担当者が
システムへ入力する。

【精査担当】
申請書、入力内容を確認する。申請書
に不備がある場合は、受付者へ返却。
受付者管理の元、申請者に問い合わせ
等を行い、申請書を整える。

申請書確認
↓
県機関への進達

精神保健福祉セン
ターの指定進達日
まで

【申請者】
申請（変更届含む）

申請書の受理

≪課長決裁≫
進達簿

【県精神保健福祉センター】
審査依頼

進達書類作成、県機関へ提出

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

進達

申請書の確認、システム入力

県精神保健福祉センターへ進
達。

県精神保健福祉セ
ンターへ進達後
↓
決定通知発出

概ね３か月

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

事務・業務フロー

伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 シート番号 6 業務・事務名 自立支援医療（精神通院）受給者証交付事務

事務手続に
要する期間

事務内容又は目的



申請書等提出物の確認後、交付 交付簿

変
更
点

対象者から申請書を受理
申請書の受理
↓
助成券の交付

即日

伊東市重度心身障
害者タクシー利用
料金助成要綱

申請書
障害者手帳

請求書をタクシー会社から受理
し、支出 請求兼領収書の受

理
↓
支出

２０日間

《課長決裁》
請求書の写し

⑬
⑭
⑮

【契約事業者】請求 請求書の確認・会計処理

【契約事業者】

補足

【対象者】申請 申請書の受理

【対象者】助成券の受取 タクシー助成券交付

支出処理

業務・事務の目的 社会参加を促進し、障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

障がい福祉係 シート番号 7 業務・事務名 タクシー助成券交付・支出事務部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名

伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無



10月8日は入れ歯の日であり、広
報いとう10月号に不要入れ歯の
回収啓発記事を掲載する
※8月20日原稿締切

≪課長決裁≫
記事原稿
広報依頼票

社会福祉課、各出張所、連絡
所、伊東市社会福祉協議会に設
置した回収ボックスから不要入
歯を回収

難病連合会の返信
用封筒又は発送伝
票を使用する

≪課長供覧≫
依頼通知

【秘書広報課】 広報いとうへの掲載依頼

補足

変
更
点

【難病連合会】
依頼

依頼の受理

送付
【難病連合会】
入れ歯収受

回収ボックス設置個所から入れ歯回収

業務・事務の目的 不要になった入れ歯等を回収し、難病連合会へ転送することで役立ててもらう。

内包するリスク ㊳、㊴

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

障がい福祉係 シート番号 8 業務・事務名 不要入れ歯回収部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無



利用証 ㊾

交付申出書の受付・確認
確認書類（手帳、
受給者証等）
利用証

確認書類（手帳、受給
者証等）に「交付済ゴ
ム印」を押す
利用証に「交付番号
シール」を貼る

補足

変
更
点

交付申出書の記入・受理
申請書の受理
↓
利用証の交付

即日

申請書
障害者手帳

毎月一回月末に取りまとめ、翌
月１０日までに県地域福祉課へ
送付

利用証交付受付簿
に申請書内容を入
力

㊾

【対象者】申請 申請書の受理

【対象者】利用証の受け取り
利用証の交付

利用証の使用上の注意の配布

【県健康福祉部地域福祉課】 県機関へ交付申請書を提出

【対象者】
利用証の返却

利用証の返却受理

【県健康福祉部地域福祉課】

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 車いす利用者等歩行が困難な方に「利用証」を交付し、駐車場の適正利用を図る。

内包するリスク ㊳、㊴、㊸、㊹、㊾

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 シート番号 9 業務・事務名 静岡県ゆずりあい駐車場事業



サービスの支給決定に必要な調
査を行う
申請書等受取

申請書一式
所得状況届
同意書

【計画相談事業所】
「利用希望者」又は「更新対象者」と
話し合いの上、サービス利用計画案の

作成及び面談日の調整

「市の担当者」「利用希望者」「計画
相談支援員」の三者にて面談及び申請

書受理

【利用希望者】又は【更新対象者】
受給者証受取 受給者証の作成・交付

【利用希望者】又は【更新対象者】
受給者証を事業所に提示した後、契

約。
サービス利用開始

補足

変
更
点

児童福祉法

三者面談の聞き取りを元に勘案
事項整理票を作成
受給者証の内容を整え、課長決
裁の後、受給者証を交付

≪課長決裁≫
勘案事項整理票
申請書一式
所得状況届
同意書

㊵

「利用希望者」へサービス支給の是非を連
絡

※サービス支給不可の際はここで終了【利用希望者】又は【更新対象者】
計画相談事業所へサービス利用計画案

の作成依頼及び面談日程の相談 更新対象者一覧を計画相談事業
所へ連絡
更新案内及び申請書一式を対象
者へ送付

サービス利用利用計画
案・障害児支援利用計
画案提出依頼書
面談日程票

「更新対象者」へ更新案内と申請書一式を
送付

※更新の場合はここから

【利用希望者】相談
※新規の場合はここから

処遇を検討
保護者・関係機関への聞き込み

サービス支給の是非を判断した
後、結果を利用希望者へ連絡

対象児童と関わりのある者に対
して聞き取りを行った後、サー
ビス支給の是非を判断

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 主に障害のある児童を対象にして、日常生活での具体的な目標を設定し個別支援計画をもとにした療育を通して支援を行う。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 シート番号 10 業務・事務名 認定調査・支給決定（児童福祉法）



㊵

⑬
⑭
⑮

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㉑、㉒、㉔、㉕、㉖、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

社会福祉課 担当係名

医療的ケアを必要とする患者に対して、訪問看護などを実施するための費用の一部を助成して、介護に従事している家族の負担を軽減する。

難病患者介護家族等リフレッシュ事業

㉑
㉒
㉔
㉕
㉖

備考
関連部門 当該部門

申請書類一式を受取

指定訪問看護事業者
の審査結果通知書の
写し

登記簿謄本の写し

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

伊東市　業務手順書

【利用希望者】及び
【更新対象者】
サービス利用開始

報酬支払

決定通知書の作成・送付

請求書類一式を審査

請求兼領収書
明細書
実績記録票
委任状

申請書
指示書の写し申請の受理

↓
決定通知書の作成

１０日間

業務・事務の目的

障がい福祉係 シート番号 11 業務・事務名部 健康福祉部 課等

申請を受理

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

事務手続に
要する期間

事業者への委託契約

≪部長決裁≫
難病患者介護家族リ
フレッシュ事業にお
ける委託契約につい
て

庶務課合議有

申請書類一式を受取
就学支援の場合は学校及び訪問看護ス
テーションへサービス利用希望を伝える
ように案内
在宅支援の場合は、訪問看護ステーショ
ンに伝えるのみで良い

変
更
点

支払伺書を作成

≪課長決裁≫
難病患者介護家族
リフレッシュ事業
委託費支出伺

補足

審査・決定【事業者】報酬受取

難病患者介護家族
リフレッシュ事業
実施要綱

【事業者】申請

部長決裁の後、委託契約書を市分と事業
者分と二部作成
二部共に公印を押印の上、事業者に送付
事業者の代表印を押印の上、市分のみ返
送して頂き、保管

【事業者】契約完了

申請を受理、事業執行伺書

委託契約の締結
委託契約書の作成

【事業者】請求 請求兼領収書の受理
↓
支出

２０日間

請求兼領収書を受理

事業執行伺書決裁の後、決定通
知書を作成・送付

≪課長決裁≫
難病患者介護家族
リフレッシュ事業
利用決定通知書

新規申請及び更新申請 

【利用希望者】及び
【更新対象者】

申請



⑭
⑮

㊶

㊶

㊶

【事業者】
請求情報の作成・送信

受給者台帳及び過誤申立の入力
国保連合会へ送信

内包するリスク ①、⑭、⑮、㊳、㊴、㊶、㊸、㊹

リスク

№

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

㊶

仮点検

仮点検済み後の結果を受取
台帳に誤りがあれば修正
※台帳修正により、エラーが修正で
きるのはこの時点が最後

児童福祉法に基づきサービスを提供している事業者に対して、報酬を支給する。

障害福祉サービス費支払事務（児童福祉法）

変
更
点

国保連合会より郵送にて請求書、伝
送システムにて請求明細書等が送付
されるため、受取
支払対象者一覧票を作成し、請求書
類一式と合わせて支払稟議を作成
し、支払を行う

請求書
請求明細書等
≪課長決裁≫
請求書写し
請求明細書等
支払対象者一覧票

【国保連合会】
事業者への返戻処理

給付費・支払手数料の請求

請求書受取
給付費・支払手数料の支払

【国保連合会】
請求情報及び一次審査結果票を

送信
二次審査

児童福祉法

補足

請求情報及び一次審査結果票の警告
情報を確認し、返戻か請求を通すか
を判断
返戻にする場合には事業者へ連絡

【国保連合会】
仮点検後の審査
審査結果の送信

一次審査

国保連合会から受給者台帳と請求
データを突合した結果を受取
台帳に誤りが有れば修正し、請求に
誤りが有れば事業者へ修正を依頼
※事業者が請求情報を修正できるの
はこの時点が最後

【国保連合会】
受付・審査

エラーリストの送信

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

伊東市　業務手順書

サービスの支給を開始した受給者情
報及び事業者から提出のあった過誤
申立情報を国保連合会へ送信

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

シート番号 12 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係



⑭
⑮

伊東市軽度・中等
度難聴児補聴器購
入費等助成事業実
施要綱

⑬
㊵

≪課長決裁≫
支給決定稟議

【申請者】
決定通知・支給券の受取

審査・支給決定

備考
関連部門 当該部門

関連法令等
事務・業務フロー

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

【申請者】申請 申請書等の受理・確認

調査書（第３号様式）を作成
し、受理した書類を基に支給の
可否を判断。支給できる場合は
決定通知と支給券を発送

変
更
点

【補聴器業者】支給券・支給決定の
お知らせ受取、公費請求

公費支払

【補聴器業者】公費受領

≪課長決裁≫
公費支払稟議

支給券
支給決定のお知らせ

補聴器業者から請求書を受理
し、支出伺書を起案

補足

請求兼領収書の受
理
↓
支出

２０日間

助成対象者の要件は次の要件のいずれにも該当する１８歳未満の児童
・伊東市の住民基本台帳に記録され、現に居住している者
・両耳の聴力レベルが３０デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない者
・日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断された者

申請書等の受理
↓
支給決定

１０日間

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

下記の書類を受理
・意見書
・申請書・委任状
・見積書

課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入等の費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、福祉の増進に資する。

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

無

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

シート番号 13 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部



㊾

㊵

⑦
⑨
㊵

㊵

伊東市　業務手順書

㊾

内包するリスク ①、⑦、⑨、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

リスク

№

補足

変
更
点

【受給者】受取 受給者の確認

変更が生じた場合

下記の場合、申請を受理し、県
へ進達する。
・加入者が死亡、重度障害者と
なった場合
・障害者が死亡した場合
・氏名・住所の変更
・年金管理者の指定変更
・制度からの脱退

変更届等【加入者・受給者】 変更届等の受理

変更届

【静岡県】 進達

【静岡県】納入通知

納付書の作成

保険金の支給

保険金送金通知書【静岡県】保険金送金通知書 保険金送金通知書の受理

≪課長決裁≫
納入通知書

加入証書

変更届等の受理
↓
進達
５日間

掛金の納付

納入通知書兼領収
書

【静岡県】申請書等の受理 申請書等の確認

納入通知書兼領収書の受理

【申請者】加入証書等の受取 加入証書等の送付

【生命保険会社・信託銀行・独立行
政法人福祉医療機構】

申請書等の進達
≪課長決裁≫
加入等申込書

【静岡県】 加入証書の受理

【加入者】納付

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

申請書等の受理

静岡県心身障害者
扶養共済制度条例

静岡県心身障害者
扶養共済制度条例
施行規則

静岡県心身障害者
扶養共済制度条例
施行規則事務処理
要領

独立行政法人福祉
医療機構法

心身障害者扶養保
険約款

申請書等

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

シート番号 14 業務・事務名

無

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図るとともに、心身障害者の将来に対しての保護者の抱く不安の軽減を図る。

静岡県心身障害者扶養共済制度

【対象者】申請 申請書等の受理

備考
関連部門 当該部門

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間



㊼

伊東市福祉有償運送運営協議会設置

無

伊東市　業務手順書

⑭
⑮

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊸、㊹、㊼

リスク

№

【福祉有償運送運営者】
中部運輸局に更新申請

補足

変
更
点

福祉有償運送の更新については、協議会開催の前に委員に意見の集約を行い、意見がなかった場合は省略することができる。（要綱第６条第７項）

2,000円/人
【福祉有償運送運営（希望）
者】運営協議会開催依頼

委員の招集・運営協議会の開催

自家用有償旅客運送の種別（増
加）や運送の区域に変更（増
加）があった場合は届け出が必
要。
会員の追加のみでは協議会開催
不要。
運営協議会にて運営が認められ
た場合、協議が調ったことを証
する書類を運営者に渡す。

≪協議会会長決裁
≫
運営協議会におい
て協議が調ったこ
とを証する書類

【福祉有償運送運営者】協議が調っ
たことを証する書類の受取

協議が調ったことを証する書類の作
成

≪課長決裁≫
報償費の支出につ
いて

【関係団体等】委員推薦 委員選任

≪市長決裁≫
委員の選任につい
て（決定）

任期は２年【委員】委嘱状受取 委員委嘱

委員委嘱
次に掲げる者のうちから市長が選任
・公共交通又は地域交通に関する学識経
験者
・中部運輸局静岡支局長が指名する職員
・静岡県知事が指名する職員
・市民及び利用予定者の代表
・関係するバス、タクシー等交通関係事
業者及び運転者の代表又はその事業者が
組織する事業者団体の代表
・市長が指名する職員

道路運送法

伊東市福祉有償運
送運営協議会設置
要綱

≪課長決裁≫
委員の選任につい
て（依頼）

新規・更新・変更に伴う協議会開催
運営協議会にて運営の可否を判
断
協議会を実施した場合は、報償
費を支出する

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考
関連部門 当該部門

シート番号 15 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

道路運送法第78条第2号の自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則第49条第3号に定める福祉有償運送の必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保
に係る方策等を協議すること。



変
更
点

謝礼支払

補足

≪課長決裁≫
謝礼支払稟議

【相談員】謝礼受領

伊東市知的障害者
相談員設置要綱

伊東市身体障害者
相談員設置要綱

相談員を任命し、委嘱
≪課長決裁≫
委嘱稟議

【相談員】任命書受領 相談員任命

活動報告

【相談員】活動報告書提出

謝礼支払

【相談員】請求兼領収書の提
出

身体障害者福祉会、手をつなぐ
育成会より障害者相談員が選任
される

【身体障害者福祉会、手をつな
ぐ育成会】相談員選任

委嘱

１０月に上半期、４月に下半期
活動報告書の提出を依頼

活動報告書の受理

活動報告書提出依頼

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

伊東市　業務手順書

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類関連部門 当該部門

業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 シート番号 16

社会奉仕の精神に基づき、障害者又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び住民の障害者援護思想の普及に資する業務を
行い、もって障害者の福祉の増進を図るため。

事務手続に
要する期間

請求兼領収書の受理
↓
支出

２０日間

活動報告書

備考

任期は２年間

請求兼領収書請求兼領収書の提出依頼、受理

障害者相談員

内包するリスク ①、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

㊵

⑭
⑮



当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

【会計課】審査・支払
支出負担行為伺兼支出命令書

起案・決裁

支払

回付

請求兼領収書の受領 請求兼領収書

≪課長決裁
　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

完了報告書の受理
↓
交付確定

５日間

請求兼領収書の受
領
↓
支払

２０日間

伊東市会計規則

関連部門 当該部門

シート番号 17 業務・事務名

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

補助金等の確定通知書を送付
≪課長決裁≫
交付確定稟議

【福祉会】補助事業等完了報
告書の提出

補助事業等完了報告書の受理

【福祉会】交付申請 交付申請書の受理

交付決定

【福祉会】決定通知書の受理 交付額決定

補助金交付により、身体障害者相互の交流と社会参加の促進を図る。

身体障害者福祉会補助金交付

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

伊東市補助金等交
付規則

交付申請書

備考

完了報告書

交付申請内容を確認し、決定通
知を送付

申請書の受理
↓
交付額決定

５日間

交付申請書、事業計画を受理

≪部長決裁≫
交付決定稟議

請書

変
更
点

【福祉会】交付確定通知の受理 補助金交付確定

補足

【福祉会】請求兼領収書の提出 請求兼領収書の受領

【福祉会】補助金の受領

支出負担行為伺兼支出命令書を
起案
決裁後、支出負担行為伺兼支出
命令書を会計課へ回付

【福祉会】請書の提出 請書の収受・供覧

交付確定

財政課財政係合議

無

伊東市　業務手順書

⑫
㊵

内包するリスク ①、⑫、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵

リスク

№

⑫
㊵

⑭
⑮



当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考
関連部門 当該部門

シート番号 18

事務・業務フロー
事務内容又は目的

業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

内包するリスク

届出書
≪課長決裁≫
進達稟議

【受給者】届出 届出の受理

【静岡県】届出書等の受理 届出書の確認・進達

受給者の児童を監
護している状況に
応じて別途申立書
が必要の場合あ
り。

【申請者】請求 請求書等の受理

新規・再認定

請求書等を受理する

特別児童扶養手当
等の支給に関する
法律

認定請求書、障害
状況届
振込先口座申出書
認定診断書
戸籍謄本
所得証明書類

交付申請書

各種届

下記の場合、届出を受理し静岡
県へ進達
・氏名、住所、口座変更
・資格喪失
・受給者死亡

【静岡県】請求書等の受理

【申請者】認定書類等の受取 認定書類等の確認・送付

請求書等の受理
↓
認定書類等の交付

約６０日間

【厚生労働省・判定医】
審査・判定

認定書類等【静岡県】審査結果受理 認定書類等の受理

請求書等の内容を確認し静岡県
に進達

≪課長決裁≫
進達稟議

請求書等の確認・進達

【受給者】手当受取

【静岡県】対象者調査書受
理・手当支払

補足

変
更
点

事務取扱交付金

【静岡県】
交付申請書等提出依頼

交付申請書等の提出

【厚生労働省・静岡県】
交付決定

交付金受領

手当支払

【静岡県】支払対象者確認依
頼

支払対象者確認

精神又は身体に障害のある児童を監護している者に対して、手当を支給することにより、障害児の福祉の増進を図る。

特別児童扶養手当

無

伊東市　業務手順書

㊵
㊾

①、⑩、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

リスク

№

㊵
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㊾

㊵

⑩



当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考
関連部門 当該部門

シート番号 19 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

【施設入所希望者】相談・申込
調査・障害支援区分判定・利用評価

票の作成

障害者の日常生活
及び社会生活を総
合的に支援するた
めの法律

静岡県指定障害者
支援施設入所利用
調整要領

【静岡県】 利用申込者名簿提出

入所が決定した場合や申し込み
を辞退する場合は取り下げ書を
障害者支援施設に送付

≪課長決裁≫
申込書、取下書、
変更届

県内施設利用申込者リスト保管

補足

変
更
点

指定障害者施設入所利用に関し、サービス利用の必要性が高い利用希望者の円滑かつ公平な利用を確保することを目的とする。

障害者支援施設入所利用調整

無

伊東市　業務手順書

㊵
㊾

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

リスク

№

【障害者支援施設】 申込書・利用評価票の提出

毎年4月10日までに身体障害者更
生相談所・中央知的障害者更生
相談所に名簿を提出



当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

【対象者】申請 申請受理

備考
関連部門 当該部門

シート番号 20 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

事務・業務フロー

対象者から申請書等を受理

障害者の日常生活
及び社会生活を総
合的に支援するた
めの法律

補装具の種目、購
入等に要する費用
の額の算定等に関
する基準

消費税法等施行令
補装具費支給取扱
指針

補装具費支給事務
取扱要領

電動車椅子に係る
補装具費支給事務
取扱要領

申請書・委任状
医師意見書
見積書申請受理

↓
支給決定

【更生相談所判定
なし】７日間

【更生相談所判定
あり】４０日間

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

【業者】補装具費受領 補装具費支払

≪課長決裁≫
支出伺

【業者】支給券 請求書の受理
↓
支出

２０日間

支給券・請求書受理

補足

変
更
点

【静岡県更生相談所】判定 判定依頼

≪課長決裁≫
支給決定通知
支給券

軽微な修理、同じ
物品の再支給は更
生相談所の判定省
略可能

支給決定

【申請者】

新規や部品変更等は、更生相談
所へ判定を依頼

≪課長決裁≫
判定依頼書
使用環境調査書

身体障害者及び１８歳以上の難病患者等の職業その他日常生活の向上を図る。

補装具費支給

無

伊東市　業務手順書
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内包するリスク ①、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾
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業務・事務の目的

障がい福祉係 シート番号 21 業務・事務名部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名

障害者及び障害児に対し日常生活用具を給付することにより、日常生活上の便宜を図ることを目的とする。

日常生活用具支給事務

2026/2/28 見直しによる変更

《課長決裁》
支給券
請求書業者から送付された支給券・請

求書を受理。請求内容が支給内
容と同じか確認。確認後、支出
手続

請求書の受理
↓
支出

２０日間

対象者から申請書・見積書を受
理。障害部位・等級などが給付
要件に満たしているかを審査

申請書
見積書

有当初作成日 2022/2/1 見直し日

≪課長決裁≫
給付決定伺
決定通知書
支給券

申請日から一週間
前後で給付券を申
請者へ送付する。

⑬
㊵

⑭
⑮

（通知業務）
誤発送防止のた
め、封入作業は複
数人で確認しなが
ら行う。

申請者が支給券を
業者へ送付後用具
が申請者へ届く
（代理受領）

申請書を受理

変
更
点

見直し時改良（事務内容の修正、リスクレベルの変更）

【対象者】申請

伊東市重度障害者
(児)日常生活用具
給付等実施要綱

支給決定の決裁を取る際、申請
者及び業者へ送付する書類も稟
議に添付
支給が決定したら、申請者には
支給券、業者には支給決定通知
書を送付

申請者は支給券に記名・押印し
て業者へ送付

支給券と
請求書

【申請者】 支給決定

支給券

支給券
支給決
定通知

【業者】

支出伺書

支出管理

補足

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№



当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

伊東市　業務手順書

シート番号 22 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

精神障害者に対し医療費を助成することにより経済的負担の軽減と療養の推進を図り、精神障害者の更生に寄与することを目的とする。

精神障害者医療費助成金支払業務

【申請者】新規申請 申請書受付

備考
関連部門 当該部門

事務・業務フロー

申請書情報、支給対象か確認

伊東市精神障害者
医療費助成条例

精神障害者医療費
助成申請書
保険証の写し
振込先通帳の写し
満３か月分の領収
書
精神障害者医療費
助成金支給申請書

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

助成対象
・１年以上伊東市
に住民登録あり。
・精神科に３か月
以上入院してい
る。

申請内容の確認後
↓
支出

２０日間

≪課長決裁≫
精神障害者医療費
助成申請書の受理
について

申請受理決裁

精神障害者医療費助成申請書の
内容を専用ソフトへの入力

申請情報の登録

【申請者】申請 申請書受理

領収書内保険診療自己負担分の
金額を確認し公費負担額を確定

≪課長決裁≫
支出伺

申請内容の確認・支出

精神障害者医療費
助成金支給申請書
領収書

毎月１５日までが
提出期限

【申請者】 支払通知書送付

補足

変
更
点

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

㊵

⑬
⑭
⑮



難病患者等の療養の推進を図るため。

見直しによる変更

関連法令等

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28

難病患者見舞金支給事業

無

≪課長決裁≫
難病患者見舞金支
給申請〇年度分
（〇年×月支払
分）の受理及び支
給決定について

関連部門 当該部門

シート番号 23 業務・事務名

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

補足

変
更
点

申請内容の確認・支出

【申請者】 振込通知書送付

振込先口座情報を確認し、シス
テムへデータ登録（修正）を行
う。

前月申請分を月初め
に起案
↓
支出

２０日間

⑭
⑮

　

伊東市　業務手順書

㊵

内包するリスク ①、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

≪課長決裁≫
難病見舞金支払通
知

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

【対象者】
伊東市に住民登録
があること。
左記受給者証のい
ずれかを所持して
いること。(有効期
限内のもの)

備考

申請書情報、支給対象か確認す
る。

伊東市難病患者見
舞金支給要綱

難病患者見舞金支
給申請書
・特定医療費（指
定難病）受給者証
の写し
・特定疾患医療受
給者証の写し
・先天性血液凝固
因子障害等医療受
給者証の写し
・被爆者健康手帳
の写し

【申請者】申請 申請書受理



無

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

シート番号 24 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

障害者又は障害児に対し日中一時支援事業、移動支援事業又は訪問入浴事業を行った指定事業所へ給付費を支給する。

日中一時支援・移動支援・訪問入浴事業支払業務

【指定事業者】請求 請求書の確認・会計処理

【指定事業者】

事務・業務フロー
事務内容又は目的

指定事業者から請求書を受理、
確認し、支出伺を決裁、地域生
活支援事業給付費を指定事業者
へ支払

関連部門 当該部門

請求書の受理
↓
支出

２０日間

≪課長決裁≫
地域生活支援事業
給付費支出伺

伊東市障害者等日中
一時支援事業実施要
綱

伊東市障害者等移動
支援事業実施要綱

伊東市訪問入浴サー
ビス事業実施要綱

補足

変
更
点

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴

リスク

№
事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

⑬
⑭
⑮



当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

伊東市　業務手順書

シート番号 25 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

伊東市障害者デイサービス利用者負担額の決定及び徴収を行う。

伊東市障害者デイサービス利用者負担額の決定及び徴収

≪課長決裁≫
伊東市障害者デイ
サービス利用者負担
額決定通知書

【デイサービス利用者】 決定通知書の起案

歳入処理
利用実績報告と利用者ごとに異
なる利用者負担上限月額をもと
に徴収する利用者負担金額を決
定、調定処理

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

【伊東市デイサービス指定管理者】

デイサービス利用者決定
利用者決定の受理

利用者負担上限月額審査

関連部門 当該部門

事務・業務フロー

デイサービス利用者決定の受理
をし、利用者の課税状況によっ
て利用者負担上限月額を審査

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

関連法令等

補足

変
更
点

【デイサービス利用者】 決定通知及び納付書の送付

利用者負担金受領、会計処理

伊東市障害者デイ
サービス事業実施
要綱

伊東市児童・身体
障害者福祉セン
ターはばたき条例

伊東市障害者デイ
サービス利用申請書
課税情報

デイサービスに係る
納入金額決定通知書

《課長決裁》
利用実績報告書

【伊東市デイサービス指定管理者】
利用実績報告

報告書の受領、利用者負担金額の決定
調定処理の起案

利用者負担上限月額について起
案し、上限額を決定後、デイ
サービス利用者へ通知

内包するリスク ①、⑤、⑦、⑨、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№備考

㊵

⑦
㊵

⑤

⑨



毎年8月12日から9月11日までに
所得状況届の提出を依頼
氏名・住所・口座を変更した時
には変更届を提出
資格喪失者に対してのみ通知

≪課長決裁≫
所得調査稟議
資格喪失受給者台
帳

㊵

再認定月の4か月前に案内を送付 再認定請求書の受
理
↓
決定

１０日間

認定請求書
所得状況届
手当用診断書

手当用診断書は、
身体障害者手帳用
診断書、特別児童
扶養手当の判定等
で代用できる場合
がある

㊵

≪課長決裁≫
手当再認定稟議 ㊵

≪課長決裁≫
手当認定稟議
受給者台帳

㊵

補足

変
更
点

認定請求書を受理し、審査
認定請求書の受理
↓
支給決定

１０日間

特別児童扶養手当
等の支給に関する
法律

伊東市障害児福祉
手当及び特別障害
者手当等支給事務
取扱要綱

認定請求書
所得状況届
手当用診断書

・手当用診断書
は、身体障害者手
帳用診断書、特別
児童扶養手当の判
定等で代用できる
場合がある
・経過的福祉手当
は新規認定なし

5、8、11、2月に前3か月分の手
当を支給

≪課長決裁≫
手当支給稟議

⑬
⑭
⑮

【受給者】再認定請求 再認定請求提出依頼

【受給者】決定通知受理 審査

変更・喪失・所得状況届（障害児、特別障害者、経過的）

【受給者】各種届出 受理・審査

【受給者】受理 資格喪失通知

新規（障害児、特別障害者）

【申請者】請求 認定請求書の受理、審査

【申請者】決定通知受理 支給決定

手当支給（障害児、特別障害者、経過的）

【受給者】手当受給 手当支払

再認定（障害児、特別障害者）

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 精神又は身体に重度の障害を有する障害者（児）に特別障害者手当等を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 シート番号 26 業務・事務名 障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当支給事務



完了報告書、事業報告、当年度
決算書を受理 完了報告書の受理

↓
交付確定

５日間

完了報告書

補助金等の確定通知書を送付
≪課長決裁≫
交付確定、支出稟
議

⑫
㊵

交付申請内容を確認し、決定通
知を送付

≪部長決裁≫
交付決定稟議

財政課財政係合議
⑫
㊵

交付申請書、事業計画、当年度
予算書、前年度決算書を受理 交付申請書の受理

↓
交付額決定

５日間

伊東市補助金等交
付規則

交付申請書

育成会は、年度当初
総会にて事業計画、
当年度予算の承認後
速やかに申請する

交付決定の条件を遵守し、補助
事業を遂行することを宣誓

請書

補助金の支出処理

請求書の受理
↓
支出

２０日間

請求書
≪課長決裁≫
　　→会計課≫
支出負担行為伺兼支
出命令書

⑭
⑮

【育成会】確定通知書の受理 補助金交付確定

【育成会】補助金請求書の提出 補助金の支出処理

【育成会】補助金の受領

補足

変
更
点

交付決定

【育成会】交付申請 交付申請書の受理

【育成会】決定通知書の受理 交付額決定

【育成会】請書 請書の受理

交付確定

【育成会】補助事業等完了報
告書の提出

補助事業等完了報告書の受理

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 補助金交付により、知的障害者相互の交流と社会参加の促進を図る。

内包するリスク ①、⑫、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 シート番号 27 業務・事務名 手をつなぐ育成会補助金交付



氏名、住所等の各種変更届等を
随時受付し受給者証を修正

各種変更届
再交付申請書
資格喪失届

審査し会計処理
《課長決裁》
支出稟議

⑬
⑭
⑮

レセプト又は申請書が申請者又
は国保連合会から届き受理

レセプト
申請書

子育て支援医療費
助成との資格重複
者は子育て支援課
からデータ受理

㊵

《課長決裁》
申請書
受給者証

有効期限が９月末のため、更新
勧奨を送付 ㊵

《課長決裁》
申請書
受給者証

変
更
点

見直し時字句修正

対象者から申請書を受理

申請書の受理
↓
受給者証の交付

５日間

伊東市重度障害者
（児）医療費助成
要綱

申請書
障害者手帳等
加入医療保険情報
支給口座情報

㊼

申請書の受理
↓
受給者証の交付

２０日間

申請書

県補助金申請

【県障害福祉課】
交付申請書提出依頼

交付申請書の作成・提出

【県障害福祉課】
交付申請書の受理

【県障害福祉課】
補助金交付決定

負担金請求書を作成・提出

【県障害福祉課】
負担金納入

補足

県障害福祉課から交付申請書
の提出の依頼を受理
稟議を作成し決裁後、県障害
福祉課へ提出

≪課長決裁≫
実績報告稟議 ⑩

県障害福祉課から交付決定通知
書を受理
交付決定通知書を基に補助金の
請求書を作成し決裁後、提出

交付決定通知書
≪課長決裁≫
補助金申請稟議

⑤
⑨

【申請者】受給者証の受取 受給者証の作成・交付

支出処理

【申請者又は国保連合会】 レセプト又は申請書の受理

【申請者】助成金の受取 審査・決定

氏名、住所等に変更が生じた場合

【申請者】変更届等 各種変更届等の受理

審査・決定

【申請者】受給者証の受取 受給者証の作成・交付

受給者証の更新

【対象者】更新申請書記入 更新案内送付

【対象者】更新申請書提出 申請書の受理

審査・決定

当該部門

認定

【対象者】申請 申請書の受理

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

業務・事務の目的 障害者（児）及びその者を監護する者の負担の軽減を図るとともにその療育を推進して福祉の増進に寄与することを目的とする。

内包するリスク ①、⑤、⑨、⑩、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊼

事務・業務フロー
事務内容又は目的

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 有

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 シート番号 28 業務・事務名 重度障害者（児）医療費助成事務

関連部門



変
更
点

【自立支援協議会（事務局）】
(下半期)２市への請求伺書を起案

自立支援協議会として、上半期
と同様、２市に請求

≪課長決裁≫
自立支援協議会事
務局から２市への
請求伺書

事務局となった年
度に実施
相談支援事業所へ
の支払いは年度内
に終えること。

㉖

自立支援協議会として、契約を
締結

委託契約書
事務局となった年
度に実施

自立支援協議会事務局を熱海
市、伊東市で隔年で受け持つ。
相談支援事業所からの見積書の
提出を受け、委託契約の起案

見積書
≪課長決裁≫
執行伺書

事務局となった年
度に実施 ㉑

㉒
㉔
㉕

相談支援事業所から上半期の実
績報告の提出を受け、自立支援
協議会として、２市に請求

≪課長決裁≫
自立支援協議会事
務局から２市への
請求伺書

事務局となった年
度に実施 ㉖

２市からの入金確認後、相談支
援事業所に振込を実施

事務局となった年
度に実施

⑭
⑮

自立支援協議会からの請求を受
け、伊東市として自立支援協議
会に支出し、事務局が相談支援
事業所に支出

≪課長決裁≫
伊東市から自立支
援協議会事務局へ
の支出伺書

毎年伊東市として
実施

⑭
⑮

【相談支援事業所】
見積書提出

【自立支援協議会（事務局）】
見積書受理、事業執行伺書作成

【相談支援事業所】
【自立支援協議会（事務局）】

委託契約の締結

【相談支援事業所】
上半期実績報告提出

【自立支援協議会（事務局）】
(上半期)２市への請求伺書を起案

【伊東市】
支出伺書の起案

【相談支援事業所】
【自立支援協議会（事務局）】

委託費用の支出

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 障害者の自立を図るため、自立支援協議会として相談支援事業所に基本相談を委託する。

内包するリスク ①、⑭、⑮、㉑、㉒、㉔、㉕、㉖、㊳、㊴

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 シート番号 29 業務・事務名 相談支援事業委託

補足

【相談支援事業所】
下半期実績報告提出

下半期委託費用の支払後、相談
支援事業所から下半期の実績報
告の提出を受ける。

【自立支援協議会（事務局）】
下半期実績報告受領



≪課長決裁≫
（支援の場合）
手話・要約筆記者
派遣依頼書

請求兼領収書の受
理
↓
支出

２０日間

・手話通訳（又は
　要約筆記）業務
　報告書
・請求兼領収書

≪課長決裁≫
支出伺

⑬
⑭
⑮

変
更
点

伊東市手話通訳者
派遣事業実施要綱

伊東市要約筆記者
派遣事業実施要綱

申請素
手話通訳者派遣申込書
要約筆記者派遣申込書

◎

内容、通訳場所、市
登録通訳者の都合等
によって、他市町に
支援の確認

申請内容について申込者に詳細
の確認後、通訳者または筆記者
の都合を確認する。

市登録通訳者又は要約筆記者で
対応不可の場合、または、通訳
場所が市外の場合、該当市町に
支援通訳の依頼をする。

≪課長決裁≫
・手話通訳者（又
　は要約筆記者）
　派遣決定通知書
・手話通訳（又は
　要約筆記者）依
　頼書

㊶

【手話通訳者又は要約筆記者】

支出

補足

【申込者】
申請書提出

申請書受理

【手話通訳者または要約筆記者】
（または支援市町）

可否の返事

申請書内容確認
手話通訳者又は要約筆記者に打診

【支援市町】
依頼書受理

決定通知書送付

支援市町に手話通訳又は要約筆記
依頼書を作成

決定通知書の受理

【申込者】
【手話通訳者又は要約筆記者】

通訳の提供後、手話通訳又は要約筆記
業務報告書と請求兼領収書の受理
毎月初めに前月分の支出伺の起案

【手話通訳者又は要約筆記者】
手話通訳又は要約筆記業務報告書と

請求兼領収書の提出

㊶

「申込者に手話通訳者又は要約筆記者
派遣決定通知書」、「手話通訳者に手
話通訳依頼書」、「要約筆記者に要約
筆記依頼書」を起案し、送付

業務・事務の目的 聴覚障害者が日常生活に社会参加し、生活の向上ができるよう手話通訳者又は要約筆記者を派遣する。

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊶、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

障がい福祉係 シート番号 30 業務・事務名 手話・要約筆記通訳者派遣事業部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名



業務・事務の目的 障害者の社会参画の促進のため、福祉車両を貸出す。

福祉車両貸出事業

2026/2/28 見直しによる変更

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 シート番号 31 業務・事務名

有

事務手続に
要する期間

当初作成日 2022/2/1 見直し日

変
更
点

補足

福祉車両の返却
福祉車両利用報告書の受理

【利用（運転）者】

見直し時字句修正

報告書の添付資料の確認
車両の点検

福祉車両利用報告
書

伊東市福祉車両貸
出要綱

申込兼誓約書
≪課長決裁≫
福祉車両利用（変
更）承諾書

【利用者】申込 福祉車両利用承諾書の起案

福祉車両の貸出【利用（運転）者】

【利用者】 福祉車両利用承諾書の交付

申込兼誓約書及び添付資料の審
査
承諾書の起案

申込
↓
承諾書の交付

５日間

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

㊵

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊲、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№



変
更
点

サービス調整

補足

把握した利用者の状況から、必
要に応じてサービス内容の変
更・再認定を行うため、利用者
へ申請を勧奨

障害福祉サービス
更新依頼通知

サービス等利用計画案収受

以下を勘案の上、支給の可否を決定
①障害支援区分その他心身の状況
②介護者の状況、利用者の置かれた環境
③障害福祉サービス、その他サービスの受給
状況
④サービスの利用意向
⑤サービスの提供体制整備状況

≪課長決裁(簡易決裁)≫
支給決定稟議
・支給決定通知、受給者証
(案)
・勘案事項整理票
・サービス利用計画案
・申請書等

支給決定するサービスの種
類、支給量、支給決定期
間、利用者負担上限月額、
補足給付費を認定する。
（通知業務）
誤発送防止のため、封入作
業は複数人で確認しながら
行う。

【利用者】受給者証を持って
サービス提供事業者と利用契
約締結の後、利用開始

勘案事項整理票作成
支給決定・受給者証交付

セルフプランの場合を
除き、利用者はモニタ
リング報告書の作成を
相談支援事業所に依頼
できる。

【利用者又は相談支援事業所】
適正な支給量の管理・利用者の状況
把握（モニタリング報告書を収受）

障害支援区分認定を要しないサービスを支給決定する場合は、※を要しないため、申請書収受→サービス利用意向聴取→サービス等利用計画案収受（以下同じ）の流れとなる。

見直し時改良（備考欄に補足を追加、リスクを追加（修正））

【利用者】 申請書を収受

特定サービスでは以下書類
が必要
・施設入所支援及び療養介
護：収入及び支出関連書類
・共同生活援助：家賃証明

障害支援区分認定を要する
のは、
・介護給付（同行援護除
く）
・共同生活援助及び同行援
護のうち特定の場合に係る
申請のときのみ。

【利用者】 障害支援区分認定調査※
概況調査※

サービス利用意向聴取
医師意見書作成依頼※【利用者のかかりつけ医療機関】

障害支援区分判定に必要な調査項目
を面接により聞き取る。併せて概況
調査の聞き取り、利用意向から必要
サービス量の確認を行う。医師意見
書の作成を医療機関へ依頼

≪課長決裁≫
審査会一次判定資料
①一次判定結果
②概況調査票
③特記事項
④医師意見書

利用希望者からの申請を受け、
サービス等利用計画案の提出を
依頼

障害者の日常生活
及び社会生活を総
合的に支援するた
めの法律

・申請書
・計画相談申請書
・世帯状況収入申告
書
・同意書

審査会一次判定資料をもとに審
査会委員が二次判定

・二次判定結果一覧
表
・障害支援区分認定
通知書

本人の状況を把握し、サービ
ス利用について支給量は適正
かを確認

モニタリング報告書

非定型の支給決定を
行う場合も審査会に
諮る

審査会開催（毎月第４水曜）※

サービス等利用計画案から、利用者の課
題とその解決に向けた支援方針、障害福
祉サービスの支給量、支給期間、提供事
業所を整理

サービス等利用計
画案

セルフプランの場合を除
き、利用者はサービス利用
計画案の作成を相談支援事
業所に依頼できる。

【利用者又は相談支援事業所】

2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考
関連部門 当該部門

シート番号 32 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

主に身体・知的・精神障害者・難病等対象者及び障害児が日常生活及び社会生活を営めるように必要な障害福祉サービスに係る給付を行う。

認定調査・支給決定（障害者総合支援法）

有

伊東市　業務手順書

㊵

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

当初作成日

㊵

㊵



国保連合会より郵送にて請求書、伝送シ
ステムにて請求明細書等が送付されるた
め、受取。
支払対象者一覧票を作成し、請求書類一
式と合わせて支払稟議を作成し、支払を
行う。

【国保連合会】
請求情報及び一次審査結果票を送信 二次審査

仮点検済み後の結果を受取
台帳に誤りがあれば修正。
※台帳修正により、エラーが修正できる
のはこの時点が最後

請求書
請求明細書等
≪課長決裁≫
請求書写し
請求明細書等
支払対象者一覧票

補足

変
更
点

【国保連合会】
事業者への返戻処理

給付費・支払手数料の請求

請求書受取
給付費・支払手数料の支払

【事業者】
請求情報の作成・送信

受給者台帳及び過誤申立の入力
国保連合会へ送信

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

サービスの支給を開始した受給者情
報及び事業者から提出のあった過誤
申立情報を国保連合会へ送信

【国保連合会】
仮点検後の審査
審査結果の送信

一次審査

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援するための法
律

国保連合会から受給者台帳と請求データ
を突合した結果を受取。
台帳に誤りが有れば修正し、請求に誤り
が有れば事業者へ修正を依頼。
※請求情報を修正できるのはこの時点が
最後

【国保連合会】
受付・審査

エラーリストの送信
仮点検

請求情報及び一次審査結果票の警告情報
を確認し、返戻か請求を通すかを判断。
返戻にする場合には事業者へ連絡。

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づきサービスを提供している事業者に対して、報酬を支給する。

障害福祉サービス費支払事務（障害者総合支援法）

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

伊東市　業務手順書

シート番号 33 業務・事務名

内包するリスク ①、⑭、⑮、㊳、㊴、㊶、㊸、㊹

リスク

№関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

㊶

㊶

⑭
⑮

㊶

㊶



庶務課文書法制係
合議

【事業者】事業の実施

契約書【事業者】 事業実施委託契約の締結

事業者へ委託料の支払い

請求書の受理
↓
支出
２０日間

請求書
≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺兼支
出命令書

委託料は全額前
金払とする【事業者】請求書の提出 請求書を受理、支出処理

委託契約の締結

事業実施伺書

事業者から見積書を徴取し、
委託先事業者を選定、事業実
施稟議書を起案

2026/2/28 見直しによる変更

備考関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

無

伊東市　業務手順書

当初作成日

心身障害児者及び保護者に対して、一貫した指導と相談を行い、心身障害児者の福祉の向上を図る。

心身障害児者療育指導事業

2022/2/1 見直し日

関連部門 当該部門

シート番号 34 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名

事務・業務フロー

障がい福祉係

内包するリスク ①、⑭、⑮、㉑、㉒、㉔、㉕、㉖、㊳、㊴、㊸、㊹

リスク

№

㉑
㉒
㉔
㉕

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

委託契約書を2部作成
事業者と市で一部ずつ保管

変
更
点

伊東市会計規則により、精算
報告書を会計管理者へ提出

補足

伊東市契約規則
伊東市会計規則

見積書
≪課長決裁≫
・事業実施稟議書
・契約書(案)

【事業者】見積書の提出

事業実施前

≪課長決裁
　　→会計課≫
精算報告書

【会計課】 精算報告

事業実施後
事業完了後に、事業者から完
了報告書を収受【事業者】完了報告書の提出 完了報告書を収受、確認 ㉖

⑭
⑮



指定を決定する通知を送付

補足

変
更
点

【申請事業者】指定
送付

決定通知作成・交付

・伊東市入浴サービス
事業実施要綱
・伊東市障害者等日中
一時支援事業実施要領
・伊東市障害者等日中
一時支援仕様書

・申請書 ・図面
・履歴事項全部証明書
・勤務体制一覧
・指定要件を満たす指
定通知の写し等

※指定期間更新の場
合は１か月程前から
通知し、新規と同様
の書類で指定する

≪部長決裁≫
事業者指定稟議

・伊東市事業所一覧へ
追加
・地域生活支援事業一
覧（Excel）追加・修正

指定期間の終期は
元となる事業の指
定期間と合わせる

当該部門

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

申請書の受理
↓
決定通知交付

１０日間

事業者から申請書類を受理【事業者】申請 申請書の受理

申請書等提出物の確認指定稟議作成

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 社会福祉課

事業を新たに開始する又は指定期間の更新が必要な事業者を指定することで、適正なサービスが提供できるようにする。

移動支援事業、日中一時支援事業及び入浴サービス提供事業者指定業務

無

伊東市　業務手順書

シート番号 35 業務・事務名担当係名 障がい福祉係

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵

リスク

№関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門

㊵



業務・事務の目的 家族等の介護により在宅生活する障害者（児）の社会参加を促進し、家族等の介護負担を軽減し、要介護障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

内包するリスク ①、⑬、⑭、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係 シート番号 36 業務・事務名 在宅重度障害者等福祉サービス支援金支給事務

【新規】

【対象の障害者（児）】 支援金の申請案内送付

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

対象の障害者（児） 支援金支給

関連部門 当該部門

申請内容を審査し、支給決定を
行う。

申請書収受
↓
支給決定
１０日間

申請書
≪課長決裁≫
・在宅重度障害者等福祉
サービス支援金支給申請書
・障害福祉サービス受給者
証の写し
・システム登録した資格台
帳画面の写し

⑬

⑭
⑮

申請書収受、支給決定
【対象の障害者（児）】

申請書提出

≪課長決裁≫
在宅重度障害者等
福祉サービス支援
金支給稟議

【資格喪失、世帯状況変更】

資格喪失届あるいは
住所等変更届提出

届出書の受理

補足

変
更
点

伊東市に住民登録があり、在宅
生活している障害者のうち、支
給要件に該当する者を抽出

・伊東市在宅重度障害
者等福祉サービス支援
金支給事業実施要綱

㊵

決定通知を送付
・支給額、支給開始月に関すること
・世帯状況、障害程度の変更があっ
た場合の手続きに関すること

在宅重度障害者等福祉
サービス支援金支給決
定（却下）通知書

㊵
【対象の障害者（児）】

通知書収受
支給決定通知書送付

【支援金支給】

支給要件の審査

支給決定した者の指定口座に振
り込む。

≪課長決裁≫
・在宅重度障害者等福
祉サービス支援金受給
者資格喪失届
・在宅重度障害者等福
祉サービス支援金受給
資格者住所等変更届

資格喪失届…世帯状況の変更、
障害程度の変更等により、受給
者資格に該当しなくなった場合

住所等変更届…住所、氏名、金
融機関を変更した場合

年３回（４月、８月、１２月）
の支給にあわせ、支給要件を満
たすか審査する。



補足
重度障害者（児）医療費助成金は医療機関を受診後４か月後に助成しているが、高額介護合算療養費、外来年間合算療養費は毎年８月～翌７月の医療費等の総額に基づき算定されるため、助成金を支給
してから１年半以上経過しての療養費支給となる。

変
更
点

【会計課】

【受給者】納付書類受取 納付書類送付

納付・充当結果を
処理簿へ反映（整
理）する。

納付または充当同意書を提出 納付確認及び充当処理

納入通知書により納付を確認。
同意書を提出した者はシステム
に充当額を入力。処理簿整理。
支出伝票（充当）を起案。

・高額介護合算処理簿
・外来年間合算処理簿
《課長決裁》
・支出伝票（充当）起
案

⑨

納付再依頼（未納の場合）
未納者、充当同意書未手出者を抽出

【受給者】納付書類受取 納付書類を再送

納付書による納付または充当同
意書、委任状を提出

納付確認、充当処理及び委任払処理

納期限を過ぎた未納者、充当同
意書未提出者に対し、納付依頼
書（再依頼）、納付書、充当同
意書を再度送付。

未納の確認
↓

再依頼

２０日以内

《課長決裁》
医療費助成金返納稟
議
・納付依頼書（再依
頼）
・納付書（再交付）
・充当同意書

⑦
㊵

⑨

納入通知書により納付書・委任
払納付を確認。
同意書を提出した者はシステム
に充当額を入力。
支出伝票（充当）を起案。

・高額介護合算処理
簿
・外来年間合算処理
簿
《課長決裁》
・支出伝票（充当）
起案

重度障害者（児）医療費助成金受給者
の抽出

各療養費の算定期間中に支給し
た助成金額を元に返納額を決定
し、調定伝票を起案。
調定伝票を会計課へ回付。

《課長決裁》
・医療費助成金返
納稟議
・調定伝票起案 ⑤

⑦
㊵

収受したリストから、重度障害
者（児）医療費助成金受給者を
抽出。

返納対象者リスト

納付依頼

【保険年金課】各療養費支給
対象者リスト作成

リスト収受

保険年金課から高額介護合算療
養費、外来年間合算療養費の支
給対象者リストを収受。

リストの収受
↓

返納額の決定

１か月以内

伊東市重度障害者
（児）医療費助成
要綱

・高額介護合算療
養費支給者リスト
・外来年間合算療
養費支給者リスト

納付額算定、決定及び調定

受給者に対し、納付依頼書、納
付書、充当同意書及び委任状
（国保のみ）を送付。

・納付依頼書
・納付書
・充当同意書
・委任状

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

業務・事務の目的 国保、後期高齢医療保険等の高額介護合算療養費、外来年間合算療養費支給に伴い、既に助成済の重度障害者（児）医療費助成金について、受給者に返納を求める。

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 障がい福祉係

内包するリスク ①、⑤、⑦、⑧、⑨、⑩、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

伊東市　業務手順書

当初作成日 2024/2/29 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

シート番号 37 業務・事務名 高額介護合算療養費等の支給に伴う重度障害者（児）医療費助成金の返納業務



③
⑭
⑮

⑬

②

③
⑭
⑮

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、②、③、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊸、㊹

リスク

№

見直し日 2026/2/28

生活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長する。

生活保護業務

無

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

業務・事務の目的

見直しによる変更

部 健康福祉部 課等 社会福祉課 担当係名 保護係

≪部長決裁≫
面接記録票
※生活保護申請に
至らない場合は≪
課長決裁≫

【相談（申請）者】

面接相談・制度説明

相談者が申請の意思を示した場
合は、申請書を交付する。

生活保護法申請書の交付

申請者が提出した申請書や添付
書類の内容を確認し、受理す
る。

≪課長決裁≫
保護申請書

申請書等の受理

≪部長決裁≫
保護決定調書
（開始、却下）

通知業務
誤発送防止のた
め、封入作業は複
数人で確認しなが
ら行う。

保護の決定

申請者の自宅を訪問し生活実態
等の調査を行うとともに申請者
の手持金、預貯金、生命保険、
不動産等の資産及び扶養義務の
調査を行う。

資産、扶養等の各調査

申請書受理
↓
保護の決定
（開始、却下）

１４日以内
もしくは
３０日以内（※）

（※）扶養義務者
の資産及び収入の
状況の調査に日時
を要する場合その
他特別な理由があ
る場合は、３０日
以内とする。

【被保護世帯】 保護費の支給

世帯収入等の状況に応じて必要
な保護費の変更処理等を行う。

≪課長決裁≫
保護決定調書
（変更）

通知業務
誤発送防止のた
め、封入作業は複
数人で確認しなが
ら行う。

保護決定の変更

被保護世帯の状況に合わせた援
助方針・訪問計画に基づいた家
庭訪問等を実施し、適切な対応
を図るとともに、対応内容を
ケース記録に記録する。

≪課長決裁≫
ケース記録

訪問計画に基づく家庭訪問等【被保護世帯】

【被保護世帯】 保護費の支給

変
更
点

収入の増加や親族の引き取り援
助などにより最低生活費を超え
る収入が継続的に得られる状況
となった場合、保護の廃止処理
を行う。

≪部長決裁≫
保護決定調書
（廃止）

通知業務
誤発送防止のた
め、封入作業は複
数人で確認しなが
ら行う。

保護の廃止

補足

シート番号 1 業務・事務名

当初作成日 2019/12/20

保護の変更決定等の状況に応じ
た保護費の支給を行う。

保護決定調書に基づく保護費の
支給を行い、併せて保護のしお
りを手交し生活保護法に基づく
権利、義務について説明する。

各調査の結果、保護の要否を判
定し、決定する。

市民からの生活相談に対し生活
状況等を聞き取り自助努力や他
法他施策等での対応の検討やつ
なぎの検討、生活保護制度の説
明を行う。

生活保護法


